
平
成
六
年
六
月
十
七
日
受
領 

答

弁

第

八

号 

      

衆
議
院
議
員
楢
崎
弥
之
助
君
提
出
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
事
故
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
一
二
九
第
八
号 

平
成
六
年
六
月
十
七
日 

衆

議

院

議

長 
土 

井 

た 

か 

子 

殿 

 

内
閣
総
理
大
臣 

羽 

田 
 

孜 

 

一 

 



 

三
の
1
及
び
3
に
つ
い
て 

一
に
つ
い
て 

二
に
つ
い
て 

亀
戸
労
働
基
準
監
督
署
は
、
平
成
二
年
十
月
、
朝
日
航
洋
株
式
会
社
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
に
対
し
て
臨
検
監
督
を

実
施
し
、
そ
の
際
、
労
働
者
一
名
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
た
、
労
使
協
定
の
限
度
を
超
え
た
時
間
外
労
働
に
係
る
労
働
基
準
法

違
反
等
に
つ
い
て
是
正
を
指
導
し
た
。 

東
京
航
空
局
は
、
平
成
二
年
八
月
二
十
八
日
か
ら
九
月
十
四
日
ま
で
の
間
、
朝
日
航
洋
株
式
会
社
に
対
し
て
立
入
検
査
を

実
施
し
、
こ
の
検
査
結
果
を
踏
ま
え
て
、
安
全
推
進
体
制
、
運
航
及
び
整
備
の
能
力
に
相
応
し
た
運
航
の
実
施
並
び
に
運
航

及
び
整
備
部
門
の
管
理
体
制
に
つ
い
て
の
改
善
を
指
導
し
た
。 

こ
れ
に
対
し
、
同
年
十
一
月
、
同
社
か
ら
、
亀
戸
労
働
基
準
監
督
署
に
対
し
て
是
正
を
行
っ
た
旨
の
報
告
が
な
さ
れ
た
。 

こ
れ
に
対
し
、
同
年
十
一
月
、
同
社
か
ら
、
東
京
航
空
局
に
対
し
て
改
善
報
告
が
な
さ
れ
た
。 

機
体
及
び
操
縦
士
に
関
す
る
保
険
金
額
等
に
つ
い
て
は
、
事
業
者
と
保
険
会
社
と
の
間
の
私
人
間
の
契
約
に
よ
り
定
ま
っ 

衆
議
院
議
員
楢
崎
弥
之
助
君
提
出
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
事
故
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

三 

 



 

 

四 

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
政
府
と
し
て
言
及
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。 

三
の
2
に
つ
い
て 

事
故
機
の
平
成
元
年
度
末
に
お
け
る
帳
簿
価
格
は
、
八
百
四
十
三
万
千
三
十
二
円
で
あ
る
と
聞
い
て
い
る
。 

三
の
4
に
つ
い
て 

運
輸
省
と
し
て
は
、
遺
族
補
償
の
問
題
に
つ
い
て
は
基
本
的
に
は
当
事
者
間
の
問
題
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
特
に
現
在

岳
ユ
ミ
子
機
長
の
遺
族
と
朝
日
航
洋
株
式
会
社
と
の
間
で
補
償
問
題
が
係
争
中
で
あ
る
こ
と
も
踏
ま
え
、
遺
族
補
償
の
問
題

に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
と
考
え
て
い
る
が
、
事
業
者
を
監
督
す
る
立
場
か
ら
、
朝
日
航
洋
株
式
会
社
に

対
し
て
誠
意
を
持
っ
て
対
応
す
る
よ
う
指
導
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
労
働
省
と
し
て
は
、
労
働
者
災
害
補
償
保

険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
に
基
づ
く
遺
族
補
償
年
金
及
び
葬
祭
料
に
つ
い
て
、
同
機
長
の
遺
族
か
ら
平
成
二

年
六
月
四
日
に
請
求
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
、
同
年
十
月
二
十
四
日
に
支
給
決
定
を
行
い
、
給
付
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。 


